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　森林を所有することになった方、所有されている
方は、次の場合に届出が必要となります。これは、
適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握す
るために設けられている制度です。

森林の土地の所有者となったとき

対象者　個人・法人を問わず、売買や相続等により
森林の土地を新たに取得した方
期　間　森林の土地の所有者となった日から90日以
内
届出事項　届出者、前所有者の住所、氏名、所有者と
なった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・
面積・用途等
※ 添付書類として、登記事項証明書または土地売買
契約書の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
提出先　取得した土地のある市町村に届出をする必
要があります。秩父市内の土地を取得した場合は、
市役所森づくり課または吉田・大滝・荒川総合支所
地域振興課へ提出してください。

１森づくり課☎２２－２３６９
※ 水源地域に指定されている土地の売買等をする場
合には、30日前までに、県への届出が必要です。
水源地域の区域は、県のＣでも確認できます。

１県秩父農林振興センター林業部☎２４－７２１５

立木を伐採するとき・土地の形質変更
（林地開発）をするとき

対象者　森林所有者等（自己の森林であっても必要）
※ 伐採する（権原を有する）者と伐採後の造林をす
る（権原を有する）者が異なる場合は連名での届
出となります。

期　間　伐採を開始する日の30～90日前
届出事項　森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐
採樹種、伐採齢、伐採期間、伐採後の造林方法等
提出先　市役所森づくり課または吉田・大滝・荒川
総合支所地域振興課
１森づくり課☎２２－２３６９
※ 森林で１haを超える土地の形質の変更（林地開
発）をする場合や、保安林内で立木の伐採や土地
の形質の変更等をしようとする場合は、県の許可
等が必要です。

１県秩父農林振興センター林業部☎２５－１３１２
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森林の管理には
届出が必要な場合があります !


